
指定医療機関の指定の取消しについて

平成２７年２月１７日

都は、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第２項第１号の規

定に基づき、指定医療機関の指定を取消しました。

１ 指定を取り消した指定医療機関

名 称：星合内科小児科医院

所在地：東京都中野区南台三丁目３６番４号

開設者：星合 圭

取消日：平成２７年２月１７日

２ 生活保護法による処分理由

  星合内科小児科医院は平成２６年１０月１７日付で健康保険法（大正１１

年法律第７０号）第８０条の規定に基づき保険医療機関の指定を取り消され

たことにより、生活保護法第４９条の２第２項第１号に該当するに至った。

このことは、生活保護法に規定する指定医療機関の指定の取消事由に該当す

ることから、行政手続法（平成５年法律第８８号）第１３条第１項第１号の規

定に基づき、平成２７年２月５日に聴聞を実施した。

聴聞の結果、当事者から意見がなかったため生活保護法第５１条第２項第１

号の規定により、指定の取消しを行った。



〔参考〕関係法令

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

（指定の申請及び基準）

第４９条の２ 厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働省令で定めるところ

により、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。

２ 厚生労働大臣は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに

該当するときは、前条の指定をしてはならない。

一 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法（大正１１

年法律第７０号）第６３条第３項第１号に規定する保険医療機関又は保険薬

局でないとき。

二～九 （略）

３ （略）

４ 前３項の規定は、都道府県知事による前条の指定について準用する。この場

合において、第１項中「診療所」とあるのは「診療所（前条の政令で定めるも

のを含む。次項及び第三項において同じ。）」と、第２項第１号中「又は保険薬

局」とあるのは「若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは

施設」と読み替えるものとする。

（指定の辞退及び取消し）

第５１条 （略）

２ 指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指

定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関

については都道府県知事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定

の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

一 指定医療機関が、第４９条の２第２項第１号から第３号まで又は第９号

のいずれかに該当するに至つたとき。

二～十 （略）


